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令和６年３月２７日 資料№７ 
総 務 常 任 委 員 会 

選挙管理委員会事務局 

 

令和６年６月２日執行港区長選挙執行計画の概要等について 

 

１ 執行計画の概要 

選挙期日の告示日 令和６年５年２６日（日） 

選挙期日（投票日） 
令和６年６月２日（日）（投票時間：午前７時～午後８時） 

※当日投票は記号式投票とします。 

開票日 

令和６年６月２日（日） 

開始予定時刻：午後８時４０分 

場所：港区スポーツセンター（みなとパーク芝浦内） 

定数 １人 

選挙人名簿基準日 

及び登録日 
令和６年５月２５日（土） 

選挙人名簿登録者数 

推計 ２０９，０００人 

（選挙人名簿登録者数：２０７，４６９人（令和６年３

月１日現在）） 

投票所数 ４１か所 

指定投票区 第４投票区（福祉プラザさくら川） 

期日前投票所及び

不在者投票記載場所 

芝（港区役所）・麻布・赤坂・芝浦港南地区総合支所、台

場分室、高輪区民センター及びさんぽーと港南の７か所 

※台場分室及びさんぽーと港南では、滞在地による不在者

投票は取り扱いません。 

期日前投票及び 

不在者投票の期間 

令和６年５月２７日（月）～同年６月１日（土） 

（投票時間：午前８時３０分～午後８時（さんぽーと港

南のみ午前１０時～午後８時）） 

不在者投票指定施設 ３０施設 

ポスター掲示場 

設置数及び区画面数 
３０９か所 ９面（タイトル２面、３段３列） 

選挙公報配布数 
各戸配布数：約１６０，０００部 
設置場所配布数：約５，０００部 

選挙啓発 

区広報車運行、投票所入場整理券発送、区ホームページ及

びＳＮＳ（広告含みます）による情報発信、ポスター掲

示、横断幕及び懸垂幕を掲出、啓発用品配布、広報みなと

掲載、防災行政無線放送、街頭啓発、車内及び車外広告

（ちぃばす等）、都営地下鉄自動改札ステッカー掲出、Ｐ

ＯＳレジ、区内デジタルサイネージ等 



 

2 

２ 主要事務日程 

月日 曜日 事務内容 

４月１８日 木 
立候補予定者説明会 

（午後２時 区役所９階 ９１１～９１３会議室） 

５月 ９日 木 立候補届出関係書類の事前審査開始（５月１７日（金）まで） 

５月２１日 火 広報みなと特集号掲載 

５月２２日 水 投票所入場整理券発送開始 

５月２５日 土 

選挙人名簿登録基準日及び選挙人名簿登録日（選挙時登録） 

資格要件 

年 齢 平成１８年６月３日以前に出生した者 

住 所 以下の①又は②に該当する者 

①令和６年２月２５日（日）までに港区に転入届出

をし、基準日（同年５月２５日（土））現在、引

き続き港区の住民基本台帳に記録されている者 

②港区で住民票が作成された日から引き続き３か月

以上住民基本台帳に記録されていた者であって、

基準日の４か月前の応当日（令和６年１月２５日

（木））以降の転出者（旧住所地登録） 

５月２６日 日 

告示日 選挙期日、投票所等の告示 

・立候補の受付（午前８時３０分～午後５時） 

・公営施設使用の個人演説会の開催申出受付開始 

・氏名等掲示掲載順序及び投票用紙に印刷する氏名順序くじ

（午後６時）及び選挙公報掲載順序くじ（午後６時３０分） 

５月２７日 月 
期日前投票及び不在者投票の開始日（午前８時３０分～） 
※さんぽーと港南の開始時間は午前１０時～ 

５月２８日 火 公営施設使用の個人演説会の開催開始 

５月２９日 水 郵便等による不在者投票請求期限 

５月３０日 木 
選挙立会人届出期限（午後５時まで） 

選挙立会人のくじ（午後６時） 

５月３１日 金 選挙立会人説明会（午後６時 区役所９階 ９１１会議室） 

６月 １日 土 
選挙公報配布期限 

期日前投票及び不在者投票の終了日 

６月 ２日 日 
投票日（投票時間：午前７時～午後８時） 

開票日（開票開始予定時刻：午後８時４０分） 

６月 ３日 月 当選人の告示 

６月 ４日 火 当選証書の付与式（午前１０時 区役所９階 ９１１会議室） 

６月１７日 月 

・当選及び選挙の効力に関する異議申出期限 

・選挙運動費用収支報告書提出期限 

・公費負担費用請求期限 
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３ 期日前投票立会人の公募 

  他の自治体の取組や議会からの提案を踏まえ、港区明るい選挙推進協議会（以

下「明推協」といいます。）と協議し、令和６年３月 1日から期日前投票立会人

の公募を行いました。対象は次の応募要件を全て満たしている者で、面接の結

果、適当との判断に至ったものが期日前投票立会人の候補者として名簿に登録さ

れ、明推協の委員が従事できない日時の投票所に、港区選挙管理委員会が名簿を

もとに選任して従事していただく予定です。 

【応募要件】 

（１）港区内に住所を有していること。 

（２）港区の選挙人名簿に登録があり、かつ、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１１条の欠格事項に該当しないこと。 

（３）応募の時点で年齢が１８歳以上３９歳以下であること。 

（４）港区暴力団排除条例（平成２６年港区条例第１号）第２条第２号及び第３号

に該当しないこと。 

 

４ 投票所での本人確認方法の変更 

  これまで投票所では、職員から「○○さんですね。」と選挙人に問いかけ、

「はい」との返事をもらい、本人確認を行っていました。令和６年第１回港区議

会定例会での質問をきっかけに他区の状況を調査し、その結果を踏まえ、次の港

区長選挙から次のとおり変更します。 

（１）投票所入場整理券をお持ちの方 

名前を呼ばれることに抵抗を示す方等に配慮し、名前を呼んでの本人確認か

ら職員が投票所入場整理券の宛名を指さしし、「ご本人様ですね。」と問いか

け、「はい」との返事をもらう本人確認方式に変更します。 

（２）投票所入場整理券をお持ちでない方 

住所氏名等を再発行用投票所入場整理券に記載していただき、職員から「生

年月日のうち「日」を言ってください。」と問いかけ、その回答が選挙人名簿

と一致するかを確認する方法とします。 

 

５ 投票用紙記入補助具の導入 

視野の狭窄等がある選挙人が投票用紙に自筆する際、記入する枠がよく見えな

い場合があるため、記入する枠がわかりやすくなるよう、今後執行する選挙から

投票用紙記入補助具を導入し、選挙人の自筆をサポートします。 

補則：港区長選挙の当日投票は記号式投票用紙となるため、期日前投票のみの導

入となります。 

 

投票用紙記入補助具見本 

表          裏 
 

 

 

 

 

 

 

 

※補助具は透明（クリアケース） 


